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JALOAは、有機物低温熱炭化処理装置（RETEC）の認定普及推進機関を公募しています。 

地球温暖化防止が世界標準となる環境保全動向を背景に、各種事業所より大量に排出される有機物系ごみ処理に

よる温暖化防止に注目特化し、当該有機物系ごみ処理を、省電力、及び燃料を使用しない革新的なシステムにより

処理する機構の開発及び振興は喫緊の社会的要請となっています。 

JALOA は、焼却方法ではなく炭化処理方法によるごみ処理装置を研究開発し、各種産業界において当該機構に

よる装置の設置標準化を目指す事業者群を組織し、有機物系ごみの自主処分体制を普及振興し、もって、CO2 削

減による地球環境への貢献と、国民の身体的精神的に健康な地域環境の恒久的創造を目的として一般社団法人とし

て組織されました。この度、JALOA の理念に資するとして公認し、普及広報に関する受託製品である「RETEC」

製品を普及させるため、認定普及推進機関（国内/海外）を公募しております。この機会に、貴社の新たな事業の

一環としてご参加をお願い申し上げます。 
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国内にて指定する 10 ブロックを統括し、AA候補者の推薦、ネットワーク管理、 

RETEC受発注取りまとめを行う統括幹事機関。 

海外にて指定するブロックにおいても、下部販路ネットワークを統括できます。 

（＊東日本、西日本、中日本統括支局長の推薦を要します。） 

国内において都道府県を統括する AA の推薦を受けた、AA の販路開

拓補助機関。販売、受発注の手順は、AA の指定する方法にて実施。 

国内においては、都道府県を統括する幹事機関。 

47 社限定公募、GAA の推薦を受けて認定申請を行ってください。 

海外においては、推薦を受けた GAA の展開するブロックで活動可能。 

量産製造体制を完備したため、 

装置デザイン、安全面、操作機能、価格面で、類似装置との

差別化に成功！ 

詳細は、公式サイト、又は認定統括幹事機関へ 
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□支局標記許諾会員定義 

 

区分  定義  上限数  

認定統括幹事機関 

GAA 

本法人が推薦する有機物炭化処理装置を、指定する国内、海外ブロック

において専権的に販売許諾を受けて普及推進に賛助する事業者であり、

且つ、傘下にAAを組織管理できる事業者 

国内；10ブロック 

海外；協議 

認定幹事機関 

AA 

GAAの推薦を受け、希望する都道府県地区においてGAAの指揮監督のも

と、専権的に販売許諾を受けて普及推進に賛助する事業者であり、且つ、

傘下にSAAを組織管理できる事業者 

国内；47社 

海外：協議 

認定機関 

SAA 

AAの推薦を受け、希望する都道府県地区においてAAの指揮監督のもと、

専権的に販売許諾を受けて普及推進に賛助する事業者 
AA指定 

 

  

区分  GAA AA SAA 成約賦課金  資格検定研修  

加入金 300,000円 200,000円 100,000円 
賦課標準 

300,000円/社 

（複数名参加可能） 

＊JMAF財団 

承認研修 

GAA委託価格 

年会費 360,000円 240,000円 120,000円 
賦課料率 

5％ 

備考 

①年会費は、加入初年度猶予します。 

②RETEC販売普及のための専用サイトの利用が可能です。 

③成約賦課金は、AA,SAAを統括するGAAに賦課します。 

 

 

1.認定機関として加入し、本装置の普及振興に賛助する会員は、資格検定研修の受講を要します。 

尚、本研修はJMAF財団が所管する「中小企業等能力開発助成金（団体実施型訓練助成金）」を活用して受講

できます。この場合、1社あたり90,000円の助成金が支給されます。（受給要件は財団サイトにて確認） 

2.認定機関は、国内、海外（中国を除く）において、RETECの設置、操作指導、補修、定期点検（有料）を

実施できる技能の修得を要します。  

 

 

RETEC認定機関委託価格は、統括幹事機関（GAA）に対して公開します。 

 

 
機関会員認定申請書に必要事項をご記入の上、FAX にてお申込み下さい。 

FAX：03-3473-1357 

RETEC 及び機関会員加入に関する詳細は HP で確認できます。 
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